
　 わ が 国 の 経 済 を デ フ レ に 後 戻 り さ せ な い た め の 措 置 の 一 環 と し て 、 令 和 ６ 年 度 税 制 改 正 に お い て 、

令 和 ６ 年 分 の 所 得 税 及 び 令 和 ６ 年 度 分 の 個 人 住 民 税 に お い て 定 額 減 税 が 実 施 さ れ る こ と と な り ま し た 。

　 個 人 住 民 税 の 定 額 減 税 の 概 要 は 以 下 の と お り で す 。

● 減 税 額 に つ い て は 、 納 税 通 知 書 の 裏 面 又 は 特 別 徴 収 税 額 通 知 書 の 摘 要 欄 に 記 載 が あ り ま す 。

● 定 額 減 税 は 、 住 宅 ロ ー ン 控 除 や 寄 附 金 税 額 控 除 な ど 、 全 て の 控 除 が 行 わ れ た 後 の 所 得 割 額 か ら 減 税

　 さ れ ま す 。

● 所 得 税 （ 国 税 ） の 定 額 減 税 の 詳 細 は 、 国 税 庁 ホ ー ム ペ ー ジ 「 定 額 減 税 特 設 サ イ ト 」 を ご 参 照 く だ さ い 。

● 前 年 の 合 計 所 得 金 額 が 1, 8 0 5 万 円 以 下 の 個 人 住 民 税 所 得 割 の 納 税 義 務 者

個 人 住 民 税 の 定 額 減 税 に つ い て

■ 対 象 と な る 方

※ １ 定 額 減 税 の 対 象 と な る 方 は 、 国 内 に 住 所 を 有 す る 方 に 限 り ま す 。

※ ２ 同 一 生 計 配 偶 者 及 び 扶 養 親 族 の 判 定 は 、 原 則 、 前 年 1 2 月 3 1 日 の 現 況 に よ り ま す 。

※ ３ 控 除 対 象 配 偶 者 以 外 の 同 一 生 計 配 偶 者 の 方 が い る 場 合 は 、 令 和 ７ 年 度 分 の 個 人 住 民 税 に お い て １ 万 円 の

　 　 定 額 減 税 が 行 わ れ ま す 。

　  令  和 ６ 年 ６ 月  分  は  徴  収  さ  れ  ず  、

定 額 減 税 「 後 」 の 税 額 が 令 和 ６ 年

７ 月 分 ～ 令 和 ７ 年 ５ 月 分 の 1 1 か 月

で 均 さ れ ま す 。

■ 減 税 額

❶ 給 与 所 得 に 係 る 特 別 徴 収

　 （ 給 与 所 得 者 の 方 ）

　 定 額 減 税 「 前 」 の 税 額 を も と に

算  出  さ  れ  た  第 １ 期  分 （  令  和 ６ 年 ６

月 分 ） の 税 額 か ら 控 除 さ れ 、 控 除

し き れ な い 場 合 は 、 第 ２ 期 分 （ 令 和

６ 年 ８ 月 分 ） 以 降 の 税 額 か ら 、 順 次

控 除 さ れ ま す 。

❷ 普 通 徴 収 （ 事 業 所 得 者 等 の 方 ）

　 定 額 減 税 「 前 」 の 税 額 を も と に

算 出 さ れ た 令 和 ６ 年 1 0 月 分 の 特

別 徴 収 税 額 か ら 控 除 さ れ 、 控 除 し

き れ な い 場 合 は 、 令 和 ６ 年 1 2 月 分

以 降 の 特 別 徴 収 税 額 か ら 、 順 次

控 除 さ れ ま す 。

❸ 公 的 年 金 等 に 係 る 所 得 に 係 る

　 特 別 徴 収 （ 年 金 所 得 者 の 方 ）

■ 徴 収 方 法 （ 令 和 ６ 年 度 分 ） 定 額 減 税 の 対 象 と な る 方

■ そ の 他

定 額 減 税 後

R 6. 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 R 7. 1 2 3 4 5

税 負 担

税 負 担

通

 常

6 月 分 は 徴 収 さ れ ま せ ん

お  問  い  合  わ  せ ： 税 務 課  ☎ 9 6 6 - 1 2 0 6

定 額 減 税 後

R 6. 6 8 1 0 R 7. 1

通

 常

６ 月  分  か  ら  控  除 （ 控 除 し き れ な い 場 合 は ８ 月 分 か ら 順 次 控 除 ）

税 負 担

税 負 担

定 額 減 税 後

R 6. 4 6 8 1 0 1 2 R 7. 2

R 5 に 確 定 ・ 通 知 済 み

通

 常

1 0 月 分 か ら 控 除（ 控 除 し き れ な い 場 合 は 1 2 月 分 か ら 順 次 控 除 ）

税 負 担

税 負 担

仮 特 別 徴 収 税 額
（ 前 年 度 分 の 税 額 の 1 / 2 を ３ 期 分 で 徴 収 ） （ 当 年 度 分 の 税 額 か ら 仮 特 別 徴 収 税 額 を

除 い た 税 額 を ３ 期 分 で 徴 収 ）

特 別 徴 収 税 額

● 本 人 、 配 偶 者 を 含 む 扶 養 親 族 １ 人 に つ き 、１ 万 円
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